
簡略版岩手県事業復興型雇用確保助成金

令和６年度「雇入費」助成のご案内

助成の要件

〈 １ 対象事業所 〉 (１)～(３)全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所であること

(１)国または自治体等の補助金・融資
による産業政策の支援対象となる
事業を実施していること

(２)中小企業法第２条第１項に
規定する中小企業者または
これに準ずるもの

(３)令和６年度に初めて雇入費
助成金を申請する事業所
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助成金の支給額 １人当たり最大３年間、助成対象労働者が在職している期間について支給します。

助成対象労働者 総支給額 １年目 ２年目 ３年目

フルタイム労働者 120万円 60万円 40万円 20万円

短時間労働者 60万円 30万円 20万円 10万円

お問合せ・申請書の送付先

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
・〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
・受付時間：平日９：30～正午 / 13：00～16：30
・TEL：019-656-1571 FAX：019-656-1572

受付期間

令和６年５月15日（水）から令和６年10月31日（木）まで
〈申請対象〉令和６年２月１日から令和６年９月30日までの雇入れ

令和６年11月１日（金）から令和７年３月14日（金）まで
〈申請対象〉令和６年10月１日から令和７年３月14日までの雇入れ
・受付期間最終日必着です。

持参する場合は、受付期間内（16：30）
までに到着した分まで受け付けます。

※２期に分かれます

※１ 沿岸12市町村：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市
※２ 被災三県求職者：平成23年３月11日において岩手県、宮城県、福島県で勤務または居住していた求職者

沿岸12市町村(※１)に所在する事業所が、被災三県求職者(※２)を
雇用した場合、１人当たり３年間で最大120万円を助成します。

〈 ２ 助成対象労働者 〉 (１)～(３)全てに該当する労働者であること

(１)対象事業所に雇用された被災三県求職者
・産業政策の支援決定以後、かつ令和６年２月１日以降に雇用された労働者であること

(２)「期間の定めのない雇用契約」または「１年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により雇用
された者

(３)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者

①産業政策の
支援決定日

②令和６年
２月１日

③支給申請日①以降で、原則②から③までの期間に雇い入
れた被災三県求職者が助成対象労働者です。

対象外 対象 〇申請のイメージ（例）

※過去に助成を受けている場合でも
(1)の事業を複数回実施している場合
には再度申請をすることができます。



※１ 沿岸12市町村：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

沿岸12市町村（※１）に所在する事業所が求職者の雇入れのために、
住宅の借上げ・住宅手当の導入等を行った場合に助成金を支給します。

簡略版岩手県事業復興型雇用確保助成金

令和６年度「住宅支援費」助成のご案内

〈 ２ 受給要件労働者（※２）〉 (１)～(３)全てに該当する労働者であること

(１)助成金の対象事業所に雇用され、住宅支援を受ける求職者（被災三県求職者以外のものも含む）
・産業政策の支援決定以後、かつ住宅支援の取組を開始した後に雇用された労働者であること

(２)「期間の定めのない雇用契約」または「１年以上の有期雇用で契約更新が可能な雇用契約」により雇用
された者

(３)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者

受付期間

令和６年５月15日（水）から令和７年３月14日（金）まで
〈申請対象〉令和６年２月１日以降の雇入れ

・受付期間最終日必着です。
持参する場合は、受付期間内（16：30）までに到着した分まで受け付けます。

助成の要件

〈 １ 対象事業所 〉 (１)～(３)全てに該当する沿岸12市町村に所在する事業所であること

(１)国または自治体等の補助金・融資
による産業政策の支援対象となる
事業を実施していること

(２)中小企業法第２条第１項に
規定する中小企業者または
これに準ずるもの

(３)平成30年３月１日以降で受給要件労
働者の雇入れまでに、就業規則等の規
定に基づき住宅支援の導入や拡充を行
うこと
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※２ 受給要件労働者：住宅支援費の助成金を受けるための要件となる者で、令和６年２月１日以降に雇用された労働者。

〇申請のイメージ（例）

ア 住宅の新規借上げに際して締結した賃借契約に基づき支払う賃借料
イ 住宅の追加借上げに際して変更した賃借契約に基づき支払う賃借料と変更前の賃借料との差額
ウ 住宅手当の導入に伴い、改正した就業規則等に基づき支給した手当の額
エ 住宅手当の拡充に伴い、改正した後の就業規則等に基づき支給した手当の額(受給要件労働者以外

の労働者については、変更前の手当との差額)

助成金の支給額
住宅支援の導入等に要する経費の3/4に相当する額を支給します。
１事業所当たりの上限額は年間240万円です。（最大で３年間継続助成可能）

お問合せ・申請書の送付先

岩手県商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
・〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
・受付時間：平日９：30～正午 / 13：00～16：30
・TEL：019-656-1571 FAX：019-656-1572

産業政策支援
の決定

（住宅支援の取
組開始前）

就業規則等の改正
（住宅手当支給開始）

①Ｒ６．５．１

受給要件労働者の
雇入れ

H30.3.1以降 R6.5.1 R7.5.1 R8.5.1 R9.5.1


